
さいたま市水道局建設工事等請負業者選定要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、水道局が発注する建設工事の請負並びに工事に

伴う設計、調査及び測量業務（以下「建設工事等」という。）の指名

業者の選定及び一般競争入札における入札参加資格の設定（以下

「業者の選定等」という。）について、必要な事項を定めるものとす

る。  

（業者の選定等）  

第２条  業者の選定等は、さいたま市水道局契約事務規程（平成１３

年さいたま市水道部企業管理規程第３４号）第１８条の２第３項で

規定する資格者名簿に登載された者の中からさいたま市水道局契約

審査委員会規程（平成１５年さいたま市水道部企業管理規程第２４

号）に基づくさいたま市水道局契約審査委員会の審査を経て行うも

のとする。  

（建設工事の発注標準）  

第３条  建設工事の業者の選定等は、原則として別表第１及び第２に

より行うものとする。なお、等級を区分しない業種については、金

額、工事の難易度により、総合数値、技術者の人数等を考慮し、そ

の都度水道事業管理者が定める。  

２  前項の規定にかかわらず、工事の施工上必要があるときは、次の

各号に掲げる工事について当該各号に定める業者の選定等をするこ

とができる。  

⑴  Ｓ級に区分された業者を選定及び入札参加資格の設定すべき工

事  

Ａ級に区分された業者  

⑵  Ａ級に区分された業者を選定及び入札参加資格の設定すべき工

事  

Ｓ級又はＢ級に区分された業者  



⑶  Ｂ級に区分された業者を選定及び入札参加資格の設定すべき工

事  

Ａ級又はＣ級に区分された業者  

⑷  Ｃ級に区分された業者を選定及び入札参加資格の設定すべき工

事  

Ｂ級に区分された業者  

３  特殊な技術を要する工事、緊急に補修又は復旧を要する工事、そ

の他特別の理由がある場合は、前２項の規定にかかわらず、業者の

選定等をすることができる。  

（指名業者の数）  

第４条  建設工事等の設計金額に対応する指名業者の数は、原則とし

て別表第３の区分により選定する。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。  

⑴  特殊な技術、機械器具又は生産設備を必要とする工事の場合  

⑵  その他特別の理由のある場合  

（指名業者として選定又は一般競争入札に参加できない業者）  

第５条  第３条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

者は、指名業者として選定又は一般競争入札に参加することができ

ない。  

⑴  さいたま市水道局建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１５年水道局設定）に基づく入札参加停止期間中である者  

⑵  さいたま市建設工事等暴力団排除措置要綱（平成１３年さいた

ま市制定）に基づく入札参加除外期間中である者  

⑶  主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく

不健全である者  

⑷  建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項による

営業停止処分期間中の者  

⑸  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」

という。）第１６７条の１１で準用される施行令第１６７条の４第



１項に該当する者及び水道局の発注する工事で同条第２項各号の

いずれかに該当する行為があった者  

⑹  水道局の発注する建設工事等で、労働基準監督署から、安全管

理の改善に関する指導があり、これに対する改善を行わない状態

が継続している者  

⑺  水道局の発注する建設工事等で、下請代金の支払遅延、特定資

材等の購入強制等契約関係について、関係行政機関等の情報から

不適当であると認められた者  

⑻  労働基準局等から、労働関係等の問題について通報があり、こ

れに対する改善を行わない状態が継続している者  

（選定の方法）  

第６条  指名業者を選定するときは、市内業者育成に配慮し、次の各

号に掲げる事項について総合的に勘案するとともに、指名が特定の

業者に偏ることのないよう、留意するものとする。  

⑴  経営状況  

⑵  建設工事等の施工状況  

⑶  手持建設工事等の状況  

⑷  建設工事等施工能力  

⑸  当該建設工事等の地理的条件  

⑹  安全管理の状況  

⑺  労働福祉の状況  

⑻  各構成員の自己資本額、建設業に従事する職員の数及び技術職

員の数それぞれの合計値  

⑼  各構成員の経営状況分析の総合評点の平均値  

⑽  各構成員の営業年数の平均値  

（準用）  

第７条  この要綱は、次に掲げる場合に準用する。  

⑴  水道局が発注する建設工事等に係る特定共同企業体の構成員の

業者の選定等  



⑵  参加意向確認型指名競争入札における参加意向確認対象者の選

定  

（その他）  

第８条  この要綱に定めのない事項については、水道事業管理者が別

に定める。  

附  記  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成１５年４月１日から実施する。  

（岩槻市の編入に伴う経過措置）  

２  岩槻市の編入の日前に、編入前の岩槻市の区域における編入前の

岩槻市建設工事等請負業者の資格等に関する規則（昭和５３年岩槻

市規則第１７号。以下「編入前の岩槻市規則」という。）の規定に

よりなされた級別格付けによる業者の選定等に係る手続その他の行

為であって、岩槻市の編入の日以後においてもその効力を有するも

のの手続その他の行為は、なお編入前の岩槻市規則の例による。こ

の場合において、「審査委員会」とあるのは「さいたま市水道局契

約審査委員会」と読み替えるものとする。  

附  記  

この要綱は、平成１５年６月１日から実施する。  

附  記  

この要綱は、平成１７年４月１日から実施する。  

附  記  

この要綱は、平成１７年７月１日から実施し、６月１日から適用す

る。  

附  則  

（施行期日等）  

１  この要綱は、平成２１年４月８日から施行し、この要綱による改

正後のさいたま市水道局建設工事等請負業者選定要綱の規定は、平

成２１年４月１日から適用する。  



（経過措置）  

２  平成２１年３月３１日以前に公告又は指名通知を行った契約につ

いては、なお従前の例による。  

附  則  

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成２４年４月２０日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この要綱の施行の日以前に公告又は指名通知を行った契約につ

いては、なお従前の例による。  



別表第１（第３条関係）  

発    注    標    準  

業者  

級別  

発   注   の   標   準   と   な   る   設   計   金   額  

土木工事  建築工事  舗装工事  
上  水  道  

管  工  事  

電気、管、  

とび・土工、  

造園工事  

Ｓ  

級  
9,000 万円以上 10,000 万円以上    

Ａ  

級  

9,000万円未満 

3,500 万円以上 

10,000 万円未満 

4,750 万円以上 
3,500 万円以上 5,000 万円以上 2,500万円以上 

Ｂ  

級  

3,500 万円未満 

1,750 万円以上 

4,750 万円未満 

1,750 万円以上 

3,500 万円未満 

1,750 万円以上 

5,000 万円未満 

2,500 万円以上 

2,500 万円未満 

1,250 万円以上 

Ｃ  

級  
1,750 万円未満 1,750 万円未満 1,750 万円未満 2,500 万円未満 1,250 万円未満 

※  格付けしない業種の発注方法  

  金額、工事の難易度により、総合数値、技術者の人数等を考慮し、その都度管理者が定める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第２（第３条関係）  

 

優秀建設工事業者表彰者又は工事成績優秀業者に適用する発注標準  

業者  

級別  

発   注   の   標   準   と   な   る   設   計   金   額  

土木工事  建築工事  舗装工事  
上  水  道  

管  工  事  

電気、管、  

とび・土工、

造園工事  

Ｓ  

級  
9,000 万円以上 10,000万円以上    

Ａ  

級  

10,000 万円未満 

3,500 万円以上 

13,000 万円未満 

4,750 万円以上 
3,500 万円以上 5,000 万円以上 2,500 万円以上 

Ｂ  

級  

4,500 万円未満 

1,750 万円以上 

6,250 万円未満 

1,750 万円以上 

4,500 万円未満 

1,750 万円以上 

6,000 万円未満 

2,500 万円以上 

3,500 万円未満 

1,250 万円以上 

Ｃ  

級  
2,250 万円未満 2,250 万円未満 2,250 万円未満 3,000 万円未満 1,750 万円未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第３（第４条関係）  

 

             指   名   業   者   の   数  

設    計    金    額  業者数  

注１                          ２５０万円以下  

  ２者  

注２                           １００万円以下  

注１     ２５０万円を超え      ５００万円未満  

  ５者  

注２     １００万円を超え       ５００万円未満  

        ５００万円以上     ２，５００万円未満    ６者  

    ２，５００万円以上     ５，０００万円未満    ７者  

    ５，０００万円以上            １億円未満    ８者  

            １億円以上            ２億円未満    ９者  

            ２億円以上  １０者  

注１：建設工事のみ  

注２：設計、調査及び測量業務のみ    


